
１．一般競争入札（総合評価落札方式含む）の一部改正

造林事業及び素材生産事業の入札に係る留意事項

資料３

・令和５年３月から適用
・特例措置による変更契約

（１）評価基準の見直し 
・配置予定技術者の継続教育（CPD） 

・エゾシカ被害対策への取組 
 
（２）電子調達システムの本格運用（持参又は郵送可） 

２．公共工事設計労務単価の改定
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改正のポイント 具体的項目

○ 加点措置の継続

・受講期間による加点格差
・コロナ渦による受講機会減

○ 取得ポイントに応じた配点

・森林分野ＣＰＤ
・発行元

・公告日の属する年度
・過去１～２年

・２０ポイント以上

配置予定技術者の継続教育（CPD）

一般競争入札（総合評価落札方式含む）の一部改正
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改正のポイント 具体的項目

○ 直接的捕獲への貢献

○ 間接的捕獲への貢献
①諸費用の負担

②情報提供

③特別休暇の付与

①くくりワナ・囲いワナ
②林道等の除雪
③可猟区域の提供

・狩猟免許取得・更新

・越冬地、生息地、痕跡

・有害鳥獣捕獲等に参加

※証明する書類の提出

エゾシカ被害対策への取組

一般競争入札（総合評価落札方式含む）の一部改正
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国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00130.html 4
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注：国土交通省が公表している公共工事設計労務単価による
5


